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五木地域森林共同施業団地の概要

五木地域森林共同施業団地 位置図

○ 施業団地の概要

・ 位置

八代市、五木村、相良村、山江村

・ 面積

６，２９７ha

・ 協定の期間（現行の協定）

平成２５年４月１日から平成３０年３月３１日まで（５年間）

・ 協定者

(国研) 森林総合研究所森林整備センター熊本水源林整備事務所

住友林業株式会社

九州横井林業株式会社

王子木材緑化株式会社大阪支店日向営業所

日本製紙株式会社

日本製紙木材株式会社西日本支店八代営業所

熊本南部森林管理署
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五木地域森林共同施業団地に係る主な経緯

平成２０年１２月 熊本南部森林管理署と森林農地整備センター熊本水源林整備事務所が間伐方法及び間伐木の販売方

法等の勉強会を開催

平成２１年６月 熊本南部森林管理署と森林農地整備センター熊本水源林整備事務所が森林共同施業団地の設定に向

けた現地調査を実施

平成２１年９月 ４者（森林農地整備センター熊本水源林整備事務所、 住友林業(株)日向山林事業所、九州横井林業(株)、

熊本南部森林管理署）により、「五木地域森林整備推進協定（第１次：平成２１年９月～平成２５年３月）」を

締結（協定対象森林面積３，９３５ｈａ）

同日、７者（森林農地整備センター、王子製紙(株)、王子木材緑化(株)、住友林業(株)、日本製紙(株)、九

州横井林業(株)、九州森林管理局）により、「九州地域における森林整備の推進に関する覚書」を締結

平成２３年３月 ８者（森林農地整備センター熊本水源林整備事務所、 住友林業(株)、住友林業フォレストサービス(株)日

向山林事業所、九州横井林業(株)、王子木材緑化(株)日向営業所、日本製紙(株)、日本製紙木材(株)西

日本支店八代営業所、熊本南部森林管理署）により、「五木地域森林整備推進協定（第２次：平成２１年９

月～平成２５年３月）」を締結（協定対象森林面積６，３０４ｈａ）

平成２５年３月 ７者（森林農地整備センター熊本水源林整備事務所、住友林業(株)、九州横井林業(株)、王子木材緑化(株)日向営業所、

日本製紙(株)、日本製紙木材(株)西日本支店八代営業所、熊本南部森林管理署）により、「五木地域森林整備推進

協定（第３次：平成２５年４月～平成３０年３月）」を締結（協定対象森林面積６，３０４ｈａ）

平成２６年１０月 日本プロジェクト産業協議会（ＪＡＰＩＣ）との意見交換会を実施

平成２７年３月 運営会議においてＪＡＰＩＣのオブザーバー参加を承認



五木地域森林共同施業団地における主な取組

○ 第１次協定期間内に、２０．９ｋｍの路網整備を実施。

○ 九州横井林業(株)と熊本南部森林管理署及び木材需要者の三者でシステム販売の協定を締結し、丸太のロットをまと

めて安定供給。（平成２４年度、２５年度で民国計１，８７３ｍ３）また、森林農地整備センターが、合板製造業者、チップ製

造業者とシステム販売の協定を締結し、合計で１，１００ｍ３の丸太の供給を実施。（平成２６年度）

○ 熊本南部森林管理署では、五木地域森林共同施業団地において、現地検討会を他地域の民有林関係者を招いて実施

するなど、更なる集約化に向けた取組を実施。

○ 第１次協定期間内に、１，１５８ｈａの森林整備を実施。

○ 国有林に開設した路網に民有林の路網を連結し、効率的な施業に資するようそれぞれの路網を共同利用。また、民有

林と民有林での路網の連結および共同利用についても実施。

・ 国有林と住友林業 ・ 国有林と日本製紙

・ 国有林と森林整備センターと九州横井林業 ・ 日本製紙と九州横井林業

・ 国有林と森林整備センター ・ 住友林業と森林整備センター
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路網の連結等による効率的な施業の実施

原木の安定供給の取組

他地域への波及



路網の連結状況について
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森林の状況（スギ・ヒノキ）
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協定森林の齢級別面積（スギ・ヒノキ）

資料：林野庁九州森林管理局業務資料（平成２７年３月現在）


